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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１構造体を支持する第１免震層と、
　前記第１構造体上に設けられ、第２構造体を支持する第２免震層と、
　前記第２免震層に設けられ、所定値以上の地震力が入力されると、すべり又は変形して
、前記第１構造体に対して前記第２構造体を水平方向に相対変位させるトリガー部材と、
　を有する免震構造。
【請求項２】
　前記トリガー部材は、すべり支承又は鋼材ダンパである請求項１に記載の免震構造。
【請求項３】
　前記トリガー部材は、前記第２免震層が極めて稀に発生する地震動による外力を受けた
場合に、すべり又は変形して、前記第１構造体に対して前記第２構造体を水平方向に相対
変位させる請求項１又は２に記載の免震構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免震構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、複数の建物ブロック（構造体）の夫々を積層ゴムにより支持し、建物
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高さ方向に積層した複数の免震層を有する免震構造建物が開示されている。また、特許文
献２には、複数の構造体の夫々が免震層を介して建物高さ方向に積層された免震構造物が
開示されており、これら複数の免震層のうち上部の免震層にオイルダンパを配置すること
で、この上部の免震層に付与する減衰の大きさを調整する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１－２６３３７３号公報
【特許文献２】特開２０１４－８０７９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２に開示された技術では、建物の高さ方向に複数の免震層を設
けることで、地震時に生じる免震建物の変形を分散させて、下部免震層の水平変位量を低
減することができる。このため、建物の高さ方向に複数の免震層を備えていない建物と比
較して、下部免震層の構成が容易になる。一方、地震の大きさに関わらず上部の免震層に
水平変位が生じるので、この免震層を縦方向に貫通するエレベータシャフトや配管などに
せん断変形が生じる。このため、地震時にエレベータシャフトや配管などのせん断変形を
吸収する追従機構が必要となり、建物の建築コストを低減する観点から改善の余地がある
。
【０００５】
　本発明は、上記の事実を考慮し、高い免震性能を備えつつ、建物の建築コストを低減す
ることができる免震構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の免震構造は、第１構造体を支持する第１免震層と、前記第１構造体上
に設けられ、第２構造体を支持する第２免震層と、前記第２免震層に設けられ、所定値以
上の地震力が入力されると、すべり又は変形して、前記第１構造体に対して前記第２構造
体を水平方向に相対変位させるトリガー部材と、を有する。
【０００７】
　請求項１に記載の免震構造によれば、第１免震層によって第１構造体が支持されており
、この第１構造体上には、第２免震層によって第２構造体が支持されている。ここで、第
２免震層には、トリガー部材が設けられている。そして、トリガー部材は、所定値以上の
地震力が入力されるまでは、すべり又は変形せず、第１構造体に対して第２構造体が相対
変位しないようになっている。すなわち、地震力が所定値以下の場合では、第１構造体と
第２構造体とが一体に水平方向へ変位する。このため、エレベータシャフトや配管等のせ
ん断変形を吸収する追従機構を設計する必要性が緩和される。
【０００８】
　一方、第２免震層に所定値以上の地震力が入力されると、トリガー部材がすべり又は変
形するため、第２構造体が第１構造体に対して水平方向に相対変位する。これにより、第
２免震層（複数の免震層のうち上部にある免震層）を備えていない構造と比較して、第１
構造体の水平変位量を小さくすることができる。
【０００９】
　さらに、所定値以上の地震力が入力されるまでは、第２免震層が機能しないため、トリ
ガー部材のない建物高さ方向に複数の免震層を備えた免震構造と比較して、所定値以上の
地震力が入力された後の第２免震層の水平変形量を小さくすることができる。また、これ
に応じて第２構造体の応答加速度も低減させることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の本発明に係る免震構造は、請求項１に記載の免震構造であって、前記
トリガー部材は、すべり支承又は鋼材ダンパである。



(3) JP 6482373 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

【００１１】
　請求項２に記載の本発明に係る免震構造によれば、すべり支承をトリガー部材として用
いた場合、すべり支承の静止摩擦力がトリガー荷重となる。そして、静止摩擦力より大き
い地震力が入力されることにより、トリガーが解除され、動摩擦力を伴うすべりが生じる
。この結果、地震動による入力エネルギーを吸収することができる。一方、鋼材ダンパを
トリガー部材として用いた場合、鋼材ダンパの降伏荷重がトリガー荷重となる。そして、
降伏荷重より大きい地震力が入力されることにより、トリガーが解除され、鋼材ダンパが
塑性変形する。この結果、地震動による入力エネルギーの吸収することができる。
【００１２】
　請求項３に記載の本発明に係る免震構造は、請求項１又は２に記載の免震構造であって
、前記トリガー部材は、前記第２免震層が極めて稀に発生する地震動による外力を受けた
場合に、すべり又は変形して、前記第１構造体に対して前記第２構造体を水平方向に相対
変位させる。
【００１３】
　請求項３に記載の本発明に係る免震構造によれば、極めて稀に発生する地震動（大地震
）による外力を受けた場合を除いて、下部構造体と上部構造体とが一体に水平変位する。
すなわち、比較的頻繁に発生する規模の地震時には、下部構造体と上部構造体とが一体に
水平変位するので、エレベータシャフトや配管などに作用するせん断応力を考慮せずに済
む。これにより、建物高さ方向に複数の免震層を備えていない免震建物と同様の設備構造
を適用することができ、建築コストを効果的に低減することができる。なお、ここでいう
「極めて稀に発生する地震動」とは、平成十三年三月三十日国土交通省告示第三八八号に
て告示されている地震動を指しており、「稀に発生する地震動」に対する加速度応答スペ
クトルの５倍の数値の加速度応答スペクトルを有する地震動を指す。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明に係る免震構造によれば、高い免震性能を備えつつ、建物
の建築コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態に係る免震構造が適用された建物を示す立面図である。
【図２】図１の建物の振動モデルを概略的に示す模式図である。
【図３】実施形態に係る免震構造の免震性能と比較例の免震構造の免震性能とを比較した
グラフであり、（Ａ）は地震入力の倍率と第２構造体の加速度との関係を示すグラフであ
り、（Ｂ）は地震入力の倍率と第２免震層の水平変形量との関係を示すグラフである。
【図４】（Ａ）は比較例１の免震構造が適用された建物を示す立面図であり、（Ｂ）は比
較例２の免震構造が適用された建物を示す立面図である。
【図５】（Ａ）は実施形態に係る免震構造の第１変形例の建物の第２免震層を拡大した拡
大図であり、（Ｂ）は実施形態に係る免震構造の第２変形例の建物の第２免震層を拡大し
た拡大図である。
【図６】（Ａ）は実施形態に係る免震構造の第３変形例の建物を示す立面図であり、（Ｂ
）は実施形態に係る免震構造の第４変形例の建物を示す立面図である。
【図７】実施形態に係る免震構造の第５変形例の建物を示す立面図である。
【図８】実施形態に係る免震構造の第６変形例の建物を示す立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る免震構造について説明する。図１
に示されるように、本発明に係る免震構造が適用された建物１０は、下側の第１構造体１
１と上側の第２構造体１２とを備えている。また、第１構造体１１の下方には、第１免震
層１４が設けられており、この第１免震層１４によって第１構造体１１が支持されている
。
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【００１７】
　一方、第２構造体１２は、第１構造体１１上に積層されている。また、第１構造体１１
と第２構造体１２との間には第２免震層１６が設けられており、この第２免震層１６によ
って第２構造体１２が支持されている。なお、本実施形態では、第１構造体１１と第２構
造体１２とを略同一の大きさの構造体としているが、これに限定されず、第１構造体１１
と第２構造体１２とを異なる大きさに形成してもよい。
【００１８】
　第１免震層１４は、免震支承部材である積層ゴム１８と、図示しない免震減衰部材（例
えばオイルダンパ）とを含んで構成されている。免震減衰部材は、基礎１００と第１構造
体１１とを繋いでおり、第１免震層１４に減衰を付与する。
【００１９】
　積層ゴム１８は、下フランジ１８Ａと、上フランジ１８Ｂと、下フランジ１８Ａと上フ
ランジ１８Ｂとの間に設けられた本体部１８Ｃとを備えている。下フランジ１８Ａは、図
示しないボルト等によって基礎１００に固定されており、上フランジ１８Ｂは、図示しな
いボルト等によって第１構造体１１の下面側に固定されている。また、本体部１８Ｃは、
ゴム板と鋼板とが上下方向に積層されて形成されており、水平方向に変形可能に構成され
ている。
【００２０】
　なお、第１構造体１１を水平方向に相対変位可能に支持することができるものであれば
、積層ゴム１８に限らず、他の免震支承部材を用いてもよい。また、図１では、３基の積
層ゴム１８が図示されているが、積層ゴム１８の数や大きさについては特に限定されない
。
【００２１】
　第２免震層１６は、トリガー部材としてのすべり支承２０を含んで構成されており、本
実施形態では、すべり支承２０の一例として、剛すべり支承を用いている。また、必要に
応じて、図示しない積層ゴムを第２免震層１６に配置してもよい。
【００２２】
　すべり支承２０は、支承部２０Ａと、スライドプレート２０Ｂとを備えている。支承部
２０Ａは、下面側がすべり面となる略円柱状に形成されている。また、支承部２０Ａは、
図示しないボルト等によって第２構造体１２の下面に固定されており、第２構造体１２と
一体に水平変位するように構成されている。一方、スライドプレート２０Ｂは、支承部２
０Ａと第１構造体１１との間に配置されており、第１構造体１１の上面に固定されている
。また、第２免震層１６に設けられた積層ゴムは、第１免震層１４に設けられた積層ゴム
１８と同様の構成とされている。なお、支承部２０Ａとスライドプレート２０Ｂの相対的
位置関係を逆にしてもよい。
【００２３】
　以上のように構成された免震構造体の振動モデルは、図２のように表される。ここで、
符号２２は、第１構造体１１の基礎を示しており、符号２４は、第２構造体１２の基礎を
示している。
【００２４】
　バネ定数ｋ１と減衰係数ｃ１は、第１免震層１４の振動特性を示すものであり、積層ゴ
ム１８及び図示しない免震減衰部材（オイルダンパ等）によって決定される。また、バネ
定数ｋ２と減衰係数ｃ２は、第１構造体１１の振動特性を示すものであり、第１構造体１
１の構造等によって決定される。
【００２５】
　一方、バネ定数ｋ３と減衰係数ｃ３は、第２免震層１６の振動特性を示すものであり、
すべり支承２０及び図示しない積層ゴム等によって決定される。さらに、バネ定数ｋ４と
減衰係数ｃ４は、第２構造体１２の振動特性を示すものであり、第２構造体１２の構造等
によって決定される。
【００２６】
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　ここで、第２免震層１６には、トリガー荷重が設定されている。このトリガー荷重は、
所定値より小さい地震力が入力された場合には第２免震層１６が機能せず、所定値以上の
地震力が入力された場合に第２免震層１６を機能させるように構成されている。そして、
本実施形態では、すべり支承２０の静止摩擦力がトリガー荷重となっている。すなわち、
すべり支承２０は、所定値以上の地震力によって静止摩擦力以上の外力が入力されると、
トリガーが解除され、支承部２０Ａがスライドプレート２０Ｂ上をすべる。これにより、
第１構造体１１に対して第２構造体１２が水平方向に相対変位する。また、このとき、動
摩擦力が生じることで、地震動による入力エネルギーを吸収することができるように構成
されている。
【００２７】
　なお、本実施形態では一例として、極めて稀に発生する地震動による外力を受けた場合
に、支承部２０Ａがスライドプレート２０Ｂ上をすべるように構成されている。ここでい
う「極めて稀に発生する地震動」とは、平成十三年三月三十日国土交通省告示第三八八号
にて告示されている地震動のことであり、「稀に発生する地震動」に対する加速度応答ス
ペクトルの５倍の数値の加速度応答スペクトルを有する地震動を指す。
【００２８】
（作用及び効果）
　次に、本実施形態の免震構造の作用及び効果について説明する。本実施形態では、第２
免震層１６にすべり支承２０が設けられており、所定値以上の地震力が入力されるまでは
、すべり支承２０が機能しないように構成されている。これにより、比較的頻繁に発生す
る規模の地震時には、第１免震層１４の積層ゴム１８が変形して第１構造体１１が水平方
向に変位するのに対して、第２免震層１６は機能せず、すべり支承２０の支承部２０Ａは
スライドプレート２０Ｂ上をすべらない。このため、第１構造体１１に対して第２構造体
１２が相対変位せず、第１構造体１１と第２構造体１２とが一体に水平方向へ変位する。
これにより、第１構造体１１と第２構造体１２を貫通してエレベータシャフトや配管等を
配置する場合であっても、エレベータシャフトや配管等に作用するせん断応力を考慮せず
に済む。すなわち、せん断変形を吸収する追従機構を設計する必要性が緩和される。
【００２９】
　特に、本実施形態では、極めて稀に発生する地震動による外力を受けるまでは、すべり
支承２０が機能しないので、建物高さ方向に複数の免震層を備えていない免震建物と同様
の設備構造を適用することができる。
【００３０】
　一方、いわゆる５００年間隔地震などの非常に大きい地震が発生した際には、第２免震
層１６が極めて稀に発生する地震動による外力を受け、すべり支承２０の支承部２０Ａが
スライドプレート２０Ｂ上をすべる。これにより、建物高さ方向に複数の免震層を備えて
いない免震建物と比較して、免震性能を高めることができる。また、支承部２０Ａがスラ
イドプレート２０Ｂ上をすべる際の動摩擦力により、入力エネルギーを効果的に吸収する
ことができる。
【００３１】
　また、本実施形態では、所定値以上の地震力が入力されることで、第１構造体１１に対
して第２構造体１２が水平方向に相対変位するため、第１免震層１４の変形量が低減され
、第１構造体１１の水平変位量を小さくすることができる。これにより、第１構造体１１
と基礎１００との水平方向のクリアランスを小さく設計することができる。
【００３２】
　さらに、所定値以上の地震力が入力されるまでは、第２免震層１６が変形しないため、
すべり支承２０を備えていない一般的な建物高さ方向に複数の免震層を有する免震建物と
比較すると、所定値以上の地震力が入力された後の第２免震層１６の変形量を小さくする
ことができる。また、第２構造体１２の応答加速度も小さくなる。この作用について、図
４に示された比較例の免震構造と実施例の免震構造とを比較することにより説明する。な
お、実施例の免震構造は、図１に示される構造と同様の構造とする。また、図４において
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【００３３】
　図４（Ａ）に示されるように、比較例１の免震構造が適用された建物１０１は、建物高
さ方向に複数の免震層を有する免震構造ではなく、第１免震層１４のみを備えた構造とさ
れている。すなわち、基礎１００と構造体１０２との間に第１免震層１４が設けられてお
り、この第１免震層１４は、免震支承である積層ゴム１８と図示しない免震減衰部材であ
るオイルダンパを含んで構成されている。
【００３４】
　一方、図４（Ｂ）に示されるように、比較例２の免震構造が適用された建物１０３は、
第２免震層１０４を備えた建物高さ方向に複数の免震層を有する免震構造とされている。
具体的には、下側の第１構造体１１と上側の第２構造体１２とを備えており、第１構造体
１１の下方には、第１構造体１１を支持する第１免震層１４が設けられている。
【００３５】
　また、第１構造体１１と第２構造体１２との間には第２免震層１０４が設けられており
、この第２免震層１０４によって第２構造体１２が支持されている。ここで、本比較例で
は、第２免震層１０４は、第１免震層１４と同様に免震支承である積層ゴム１８と図示し
ない免震減衰部材であるオイルダンパを含んで構成されている。すなわち、すべり支承２
０が設けられていない点で本実施形態に係る免震構造と異なる構成とされている。
【００３６】
　以上のように構成された比較例１及び比較例２に係る建物と、実施例に係る建物につい
て、地震入力の倍率に対する第２構造体の加速度を計算し、計算結果を図３（Ａ）に示し
た。また、地震入力の倍率に対する第２免震層の水平変形量を計算し、計算結果を図３（
Ｂ）に示した。なお、構造体の加速度及び水平変形量の計算に用いた諸元は、一例として
、以下の表１～３に示した数値を用いた。表１には実施例の諸元が記載され、表２には比
較例１の諸元が記載され、表３には比較例２の諸元が記載されている。ここで、比較例１
では、第１構造体上に第２構造体が固定されたものと仮定しており、実施例及び比較例２
と同じ総重量となるように値を調整している。また、図３における地震入力の倍率は、レ
ベル２の地震動が１に対応するものとする。レベル２の地震動とは、平成十三年三月三十
日国土交通省告示第三八八号にて告示されている、「極めて稀に発生する地震動」に相当
する。
【００３７】
【表１】

【００３８】
【表２】

【００３９】
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【表３】

【００４０】
　図３（Ａ）に示されるように、比較例１及び比較例２では、地震入力の倍率が大きくな
るにつれ、第２構造体の加速度が線形に上昇している。これに対して、実施例に係る第２
構造体の加速度は、地震入力の倍率が１に到達するまでは比較例１及び比較例２と同様の
挙動を示すが、地震入力の倍率が１より大きくなると、第２構造体の加速度の増加量が小
さくなることが確認できた。これは、図１に示されるように、地震入力の倍率が１より大
きくなることで、第２免震層１６のすべり支承２０が機能し、支承部２０Ａがスライドプ
レート２０Ｂ上をすべって、第１構造体１１に対して第２構造体１２を水平方向に相対変
位させるためである。
【００４１】
　次に、図３（Ｂ）に示されるように、比較例２の免震構造では、トリガー部材としての
すべり支承が設けられていないため、地震入力の倍率が１よりも小さい場合であっても、
第２免震層が機能し、第２構造体が第１構造体に対して水平変位していることが分かる。
これに対して、実施例に係る第２免震層の水平変形量は、地震入力の倍率が１に到達する
までほぼ０となっている。すなわち、すべり支承２０の静止摩擦力がトリガー荷重となっ
ているため、この静止摩擦力よりも大きい外力が入力されるまでは、第２構造体が第１構
造体に対してほとんど水平変位しない。これにより、上述したように、第１構造体と第２
構造体を貫通してエレベータシャフトや配管等を配置する場合であっても、地震入力の倍
率１に対して、これらのエレベータシャフトや配管等に作用するせん断変形を吸収する追
従機構を設けずに済むことが確認された。なお、図３（Ｂ）のグラフでは、地震入力の倍
率が１のときに、実施例に係る第２免震層の水平変形量が０となっているが、これに限定
されない。すなわち、エレベータシャフトや配管等に作用するせん断応力が許容できる程
度であれば、第２構造体が第１構造体に対して水平変位してもよい。例えば、地震入力の
倍率が１のときに、第２免震層が数ｃｍ程度水平変形する構造としてもよい。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に限定される
ものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは
勿論である。例えば、本実施形態のすべり支承２０は、極めて稀に発生する地震動（レベ
ル２の地震動）による外力を受けた場合に機能するように構成されているが、これに限定
されない。例えば、極めて稀に発生する地震動による外力の半分の外力を受けた場合に、
すべり支承２０が機能するように構成してもよい。
【００４３】
　また、本発明に係る免震構造は、図１に示された構成に限定されず、種々の構成を適用
できる。一例として、図５～８に示された第１変形例～第６変形例に係る免震構造を適用
してもよい。なお、以下の説明において、実施形態と同様の構成については同じ符号を付
し、適宜説明を省略する。
【００４４】
（第１変形例）
　図５（Ａ）に示されるように、本実施形態の第１変形例に係る免震構造では、第１構造
体１１と第２構造体１２との間に第２免震層３２が設けられており、この第２免震層３２
は、トリガー部材としての両面すべり支承３０を含んで構成されている。
【００４５】
　両面すべり支承３０は、支承部３０Ａと、上スライドプレート３０Ｂと、下スライドプ
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レート３０Ｃとを備えている。支承部３０Ａは、上面側及び下面側の両面がすべり面とな
る略円柱状に形成されている。このため、支承部３０Ａは、第１構造体１１及び第２構造
体１２のどちらにも固定されておらず、両構造体に対して水平変位可能とされている。
【００４６】
　上スライドプレート３０Ｂは、支承部３０Ａと第２構造体１２との間に配置されており
、第２構造体１２の下面に固定されている。一方、下スライドプレート３０Ｃは、支承部
３０Ａと第１構造体１１との間に配置されており、第１構造体１１の上面に固定されてい
る。
【００４７】
　ここで、両面すべり支承３０の静止摩擦力がトリガー荷重となっており、所定値以上の
地震力によって静止摩擦力以上の外力が入力されると、トリガーが解除される。また、本
変形例では一例として、極めて稀に発生する地震動による外力を受けた場合に、支承部３
０Ａが上スライドプレート３０Ｂ及び下スライドプレート３０Ｃに対してすべるように構
成されている。
【００４８】
　また、上スライドプレート３０Ｂの周囲には、上ストッパ３６が配置されている。上ス
トッパ３６は、第２構造体１２に固定されており、第２構造体１２から上スライドプレー
ト３０Ｂよりも下方まで延出されている。このため、支承部３０Ａは、第２構造体１２に
対して上ストッパ３６で囲まれた領域内のみをすべるように構成されている。
【００４９】
　上ストッパ３６と同様に、下スライドプレート３０Ｃの周囲には、下ストッパ３４が配
置されている。下ストッパ３４は、第１構造体１１に固定されており、第１構造体１１か
ら下スライドプレート３０Ｃよりも上方まで延出されている。このため、支承部３０Ａは
、第１構造体１１に対して下ストッパ３４で囲まれた領域内のみをすべるように構成され
ている。
【００５０】
　以上のように構成された免震構造は、実施形態と同様の効果を有する。すなわち、極め
て稀に発生する地震動による地震力が入力されるまでは、両面すべり支承３０が機能せず
、第１構造体１１と第２構造体１２とが相対変位しないようになっている。一方、極めて
稀に発生する地震動による地震力が入力されると、支承部３０Ａが上スライドプレート３
０Ｂ及び下スライドプレート３０Ｃに対してすべる。
【００５１】
　また、本変形例では、上スライドプレート３０Ｂと支承部３０Ａとの相対変位に支承部
３０Ａと下スライドプレート３０Ｃとの相対変位を加えたものが、第２免震層３２の水平
変形量と等しい。このため、第２免震層３２において第２構造体１２の自重を伝える鉛直
方向の力線（すなわち夫々の支承部３０Ａの位置）と第１構造体１１において第２構造体
１２の自重を受ける鉛直方向の力線（すなわち第１構造体１１における夫々の柱位置）と
の相対変位を前述の実施形態に比べて大幅に抑制することができる。この結果、第１構造
体１１に生じる第２構造体１２の自重による偏心モーメントの大きさを低減することがで
きる。
【００５２】
　なお、本変形例に係る両面すべり支承３０は、上面側の動摩擦係数と下面側の動摩擦係
数が略同一となるように構成したが、これに限定されない。例えば、下面側の摩擦係数を
上面側の動摩擦係数よりも小さくなるように構成してもよい。この場合、下すべり面が先
に滑動し下ストッパ３４に接触したのち上すべり面が滑動することになるため、上ストッ
パ３６を外して上スライドプレート３０Ｂを大きく形成することが可能となり、より過大
な地震入力に備えることができる。
【００５３】
（第２変形例）
　次に、本実施形態の第２変形例に係る免震構造について説明する。図５（Ｂ）に示され
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るように、本変形例に係る免震構造では、第１構造体１１と第２構造体１２との間に第２
免震層４２が設けられており、この第２免震層４２は、トリガー部材としての鋼材ダンパ
４０と、図示しない積層ゴムとを含んで構成されている。
【００５４】
　鋼材ダンパ４０は、延性鋼材によって形成された複数のＵ字型ダンパ４３を備えており
、本変形例では、４つのＵ字型ダンパ４３を備えている（図５（Ｂ）では、２つのＵ字型
ダンパ４３のみが図示されている）。また、それぞれのＵ字型ダンパ４３は、上直線部４
３Ｂと、下直線部４３Ｃと、湾曲部４３Ａとを備えて略Ｕ字状に形成されている。
【００５５】
　上直線部４３Ｂは、第２構造体１２の下面に沿って直線状に延在されており、第２構造
体１２の下面に取付けられた上部取付座４４とボルト４８によって締結されている。また
、下直線部４３Ｃは、第１構造体１１の上面に沿って上直線部４３Ｂと略平行に延在され
ており、第１構造体１１の上面に取り付けられた下部取付座４６とボルト４８によって締
結されている。
【００５６】
　ここで、上直線部４３Ｂと下直線部４３Ｃとは、湾曲部４３Ａによって連結されている
。湾曲部４３Ａは、上直線部４３Ｂ及び下直線部４３Ｃと一体に形成されており、外側に
湾曲されている。
【００５７】
　図５（Ｂ）に図示された一対のＵ字型ダンパ４３は、互いに湾曲部４３Ａが外側を向く
ようにして、紙面の左右方向に配置されている。また、紙面の奥行方向には、一対の図示
しない鋼材ダンパが配置されている。ここで、Ｕ字型ダンパ４３の降伏荷重は、極めて稀
に発生する地震動による地震力が入力された場合に塑性変形するように設定されている。
このため、比較的頻繁に発生する規模の地震時には、Ｕ字型ダンパ４３が変形せず、第１
構造体１１と第２構造体１２とが一体に水平変位するように構成されている。
【００５８】
　以上のように構成された免震構造は、実施形態と同様の効果を有する。すなわち、極め
て稀に発生する地震動による地震力が入力されるまでは、鋼材ダンパ４０が変形せず、第
１構造体１１と第２構造体１２とが相対変位しないようになっている。一方、極めて稀に
発生する地震動による地震力が入力されると、鋼材ダンパ４０が塑性変形し、第２構造体
１２が第１構造体１１に対して相対変位する。また、塑性変形することで、地震動による
入力エネルギーを吸収することができる。
【００５９】
　なお、本変形例では、Ｕ字状の鋼材ダンパ４０を適用したが、これに限らず、他の形状
の鋼材ダンパを適用してもよい。例えば、鉛ダンパや、ハニカムダンパなどの金属系ダン
パを適用してもよい。また、すべり支承と鋼材ダンパとを組み合わせてもよく、例えば、
図１の免震構造において、第２免震層３２に図５（Ｂ）の鋼材ダンパ４０を配置してもよ
い。
【００６０】
（第３変形例）
　次に、本実施形態の第３変形例に係る免震構造について説明する。図６（Ａ）に示され
るように、本変形例に係る免震構造が適用された建物５０では、第１免震層１４に第１構
造体５１が支持されており、この第１構造体５１の下部が横長に形成されている。そして
、この下部に第２免震層１６を介して第２構造体５２が支持されている。これにより、第
１構造体５１と第２構造体５２とでいわゆるツインタワーを構成している。
【００６１】
（第４変形例）
　次に、本実施形態の第４変形例に係る免震構造について説明する。図６（Ｂ）に示され
るように、本変形例に係る免震構造が適用された建物６０では、第１免震層１４に中間基
礎板６１が支持されている。そして、この中間基礎板６１上に第１構造体６２及び第２構



(10) JP 6482373 B2 2019.3.13

10

20

30

40

造体６３が形成されている。また、第２構造体６３と中間基礎板６１との間には、第２免
震層１６が設けられており、この第２免震層１６を介して第２構造体６３が中間基礎板６
１上に支持されている。これにより、第３変形例と同様に第１構造体６２と第２構造体６
３とでいわゆるツインタワーを構成している。
【００６２】
（第５変形例）
　次に、本実施形態の第５変形例に係る免震構造について説明する。図７に示されるよう
に、本変形例に係る免震構造が適用された建物７０では、第１免震層１４に第１構造体と
しての中間基礎板７２が支持されており、この中間基礎板７２上に第２免震層１６を介し
て第２構造体７１が支持されている。
【００６３】
（第６変形例）
　次に、本実施形態の第６変形例に係る免震構造について説明する。図８に示されるよう
に、本変形例に係る免震構造が適用された建物８０では、第５変形例と同様に、第１免震
層１４に第１構造体としての中間基礎板８１が支持されており、この中間基礎板８１上に
第２免震層１６を介して第２構造体８３が支持されている。
【００６４】
　また、本変形例では、基礎１００に段差が設けられており、基礎１００における第２構
造体８３の外周部の下方に位置する部分が第１免震層１４よりも高く形成されている。そ
して、基礎１００と第２構造体８３との間にすべり支承８２が設けられており、このすべ
り支承８２によって第２構造体８３の外周部が支持されている。
【００６５】
　ここで、すべり支承８２は、支承部８２Ａとスライドプレート８２Ｂとを含んで構成さ
れており、支承部８２Ａがスライドプレート８２Ｂ上をすべるように構成されている。ま
た、すべり支承８２における静止摩擦力は、中間基礎板８１と第２構造体８３との間のす
べり支承２０における静止摩擦力と比較して、小さく設定されている。このため、すべり
支承８２は、地震によって第１免震層１４の積層ゴム１８が変形すると、この変形に応じ
てスライドプレート８２Ｂ上をすべるように構成されている。すなわち、すべり支承８２
には第１免震層１４の変形と同一のすべり変位が生じる。
【００６６】
　以上のように構成された第３変形例～第６変形例に係る免震構造は、実施形態に係る免
震構造と同様の効果を有する。
【符号の説明】
【００６７】
１１　　　第１構造体
１２　　　第２構造体
１４　　　第１免震層
１６　　　第２免震層
２０　　　すべり支承（トリガー部材）
３０　　　両面すべり支承（トリガー部材）
４０　　　鋼材ダンパ（トリガー部材）
５１　　　第１構造体
５２　　　第２構造体
６２　　　第１構造体
６３　　　第２構造体
７１　　　第２構造体
７２　　　中間基礎板（第１構造体）
８１　　　中間基礎板（第１構造体）
８３　　　第２構造体
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